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藤野ਔࡾ氏ʢҎԼɺ藤野ʣ：日本のඪ

४がらみのಛڐ問題（SEP問題）が

一般に目をूめるきっかけとなった

のは2011年のアップル・サムスン事

件（ද̍ࢀর）だと思いますが、当時

この問題がάϩーόルにల開すること

を༧されていたかどうかなど、օさ

んに伺っていきましΐう。

そのલに、ೋຢさんは当時をৼり

返ってみていかがですか。

二又ढ़จ氏ʢҎԼɺ二又ʣ：私自は、

経産লのج४認ূ政ࡦ՝が201�年に

ओ࠵した「SEP研究会」のઃにࢀ

Ճしていました。今から΄΅10年લ

のことです。

201�年はSEPؔ࿈の出来事が多発

した年で、アップル・サムスンの̓年

戦争などに大きなؔ৺がدせられ、日

本経ࡁ新ฉにも「SEP（ඪ४必ਢಛ

༿がॳめて登場した年ݴという「（ڐ

で す。 一 ͭ の 大 き な અ 目 の 年 で、

SEP問題のؔ৺がSEP研究会とい

うܗで経産লをスタートラインにཱた

せたのだと思います。

当時、SEP研究会ではஜにある

産業ٕज़૯߹研究ॴ（産૯研）に行っ

て２日間ധまりがけで議論をしまし

た。本日は、それからの10年間でど

う変わってきているのか、何が変わっ

ていないのか、これから先どうなるの

かという議論ができればૉらしいと

思っています。

ຊのSEP観

座談会出席者
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（発言順）
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藤野：松永さんにお伺いしますけれど

も、当時、実の世界でこれまでとໟ

৭の変わったඪ४བྷみのฆ争なり訴ু

がىこるというような༧ײはあったん

でしΐうか。

松永章吾氏ʢҎԼɺ松永ʣ：その産૯

研߹॓は、ి機業界のਓたちが൴らの

経ݧを自動車業界にใڞ有する場

だったんです。自動車はの୯Ձ

がϋンドセット（携帯ి、スマー

トϑΥン）よりもֹߴで、販売数

も多いので、いͣれ自動車メー

カーがओ要なSEPライセンスの当事者

になるということをి機業界のಛؔڐ

係者は༧ݟしていたんだと思います。

藤野：池田さんは独禁法の専門家とし

て当時SEP問題をどのようにݟてお

られたのでしΐうか。

池田毅氏ʢҎԼɺ池田ʣ：ここまで

2010年代のおがありましたが、む

しろ私は日本ا業がSEP問題に本気

でة機ײを持ったのは、多2000年

代だけなんだろうなと思っています。

当時、クアルコムはものすごいϩイヤ

ルティー、それは「アップル対サム

スン事件」の大߹議判決からは౸底認

められないようなߴいྉをओுして

いたわけですが、それを͙手だてが

ありませんでした。ಛڐの世界の方々

は、強੍実施ݖをうきだとਅ面目

にओுされていましたし、明֬な根ڌ

はないものの独禁法で何とかしろとい

うもありました。

したがって、日本ا業にとって

SEPが最も大変だったのは、アップ

ル事件の大߹議判決（2014年）のલ

の時代なんだろうなという気がしま

す。日本ا業は自たちで訴ুをىこ

してղ決するという発はج本的にあ

りませんので、お上に何かやってくれ

ないかと訴えͭͭ、何とかແ事に嵐が

過͗去って΄しいとئっているような

状況が10年͙らい続いていました。

ňアップル対サムスン事件ŉ の大߹

議判決は、いわば欧ถの判決を౿まえ

てू大したもので、通信・ి機業界

の問題はあるఔ度理されました。独

二又 ढ़จ 氏藤野 ਔࡾ 氏

年 国／地域 判断主体 結

2012年
ؖ国

ソウル中ԝ地ํ法院 FRAND宣言は差止請求権の์غに当
たらずSEP保有者は差止請求できる。

2013年
米国

国ࡍқ委員会（ITC） FRAND宣言にかかΘらず関੫法337
下での排除命令を求めることができる。

201�年
日本

的࢈ࡒ高等裁判所 FRAND宣言したSEPに基づいて差止
請求をఏىすることは権利濫用となる。

201�年
EU

EC委員会

SEPに基づく差止請求権の行使が競争
法違反となるかͲ͏かについての当ہ
の調査は、サムスンがఏ出した約ॻ
により終ྃした。

表̍ ΞοϓϧɾαϜεϯ݅ࣄ
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禁法を含む専門家は、このころから「こ

の問題は次に自動車業界に来るから気

を付けて」という警鐘を鳴らしていま

した。一方で、自動車業界は「嵐はこっ

ちに来るな。政府が何とかしろ」とい

うことであらがっていたのがこの直近

の10年間になるのかなと思います。

藤野：アップルとサムスンが争ってい

た当時、私にテレビやラジオから取材

があり、何度か放送局のスタジオにも

行きました。今思い返しますと、一般

家庭向けのメディアであの問題が取り

上げられたことで、一過性のスキャン

ダラスなニュースと受け止められ、産

業界を揺るがすような根の深い国の問

題であるとの認識を欠いたような気も

します。

二又：その議論は大事なポイントだと

思います。2007年のiPhoneに続いて

Androidのスマホが登場し、普段持っ

ている携帯がスマホに怒
ど

濤
とう

のごとく変

わって、新たなプレーヤーとサービス

が続々と誕生しました。表面的なとこ

ろばかりに目がいって、SEP問題の

根本的なところの議論が実は忘れ去ら

れたようですね。

藤野：池田さんは2000年代に公正取

引委員会でクアルコムの事件を担当さ

れたと伺っていますが、クアルコムの

SEP戦略を説明していただけますか。

池田：クアルコムは多数のSEPを保

有するとともに通信に用いられるチッ

プの製造販売においても、多くの機器

メーカーが同社のチップを必要として

いるという点で稀
け

有
う

な存在です。

クアルコムは、チップを購入したと

しても通信規格のSEPが消尽しない

としたうえで、同社のSEPのライセ

ンスを受けていない者にはチップを販

売しない「ノーライセンス・ノーチッ

プ」というポリシーを採用していまし

た。このポリシーにより、クアルコム

はライセンスとチップの両方から莫
ばく

大
だい

な利益を得て、それをさらに研究開発

に投じることにより優位性を強化する

というビジネスモデルを構築すること

ができました。

このようなビジネスモデルが競争を

ゆがめているのではないかとして、各

国の競争当局が独禁法のチャレンジを

試みました。とはいえ、クアルコムの

ビジネスモデルは先例がなく、容易に

当てはめられる独禁法の法理論があり

ませんでしたので、例えば日本の公正

取引委員会は、私が同委員会での任期

を終えて事件審査から離れた２年後の

2009年に、ビジネスモデルを正面から

問題にするのではなく、非係争（NAP）

条項というからめ手からの排除措置命

令を発出しました。しかしながら、公

取委は10年以上の審判手続きを経たう

えで、クアルコム勝訴の審決（いわゆ

る白審決）を下すに至っています。

世界のSEP観の現状
藤野：世界に目を向けてみると、恐ら

くSEP問題で最も徹底的に争われて

いるのはドイツだと思うんですけれど

も、松永さんから状況を説明していた

だけますか。

松永：2014年に欧州委員会がライセ

ンスを受ける意思のある実施者に対す

る差止めは支配的地位の濫用（TFEU 

池田 毅 氏松永 章吾 氏
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102条）に当たるとの判அをࣔした後、

201�年の「ϑΝーΣイ対;TE事件」

欧州࢘法ࡋ判ॴ判決は、ライセンスを

受ける意思の有ແを判அするためのަ

বのϑレームϫークをࣔしました。

もっとも、このϑレームϫークは

2009年の「オレンジϒックスタンダー

ド事件」ドイツ最ࡋߴ判決が、実施者

にແ条件に߆ଋ的ライセンスを受ける

ことを要ٻしていたことなどとൺる

と実施者に有利なϑレームϫークであ

るとݴわれていました。

しかし、その状況は2020年にݴい

された「シスϕル対ϋイアール事件」

ドイツ最ࡋߴ判決によって大きく変わ

ります。この判決は、ඪ४ٕज़の普ٴ

をげているのは実施者のϗールドア

ウト˞、すなわちԆ戦ज़を取ってラ

イセンスܖのక݁を໔れようとする

行ҝであると明ݴし、ඃࠂのަবଶ度

をݫしく判அして差止めを認めていま

す。ホールドアトにݫしい目を向け

る向は同じ年の「UnXired PMBneU 

対ϑΝーΣイ事件」ӳ国最ࡋߴ判決

や2022年の「ϑィリップス対8iLo事

件」オランダ最ࡋߴ判決でも౿ऻされ

ています。

シスϕル事件ドイツ最判がݴいさ

れると、日本でもใಓされた一࿈の「ノ

キア対ダイムラー事件」判決など、せ

きをったように下ڃ審でSEPにͮج

く差止判決のラッシュがىきました。

ドイツのࡋ判ॴはFRAND˞のϩイ

ヤルティーのࢉఆをしません。した

がって、ライセンスを受ける意思の有

ແは、もっͺら֎ܗ的なަবଶ度で判

அされます。さらに、この２年΄どは、

をܖ利者がൺֱՄなライセンスݖ

多くక݁してライセンス実をੵみ上

げればੵみ上げる΄ど、実施者のަব

の༨地がなくなるような判அがなされ

ており、ドイツにおけるSEP保有者の

保ޢはՃしているҹがあります。

二又：201�年あたりから非ৗに多く

の判例がੵみॏねられています。この

લ、ܚԠٛक़大ֶのシンポジムでド

イツのZiHann判事˞がドイツだけでも

SEP判 決 数 は こ の10年 で��件 だ と

っていました。って、わが国ではݴ

2014年の大߹議判決を含め数件しか

ありません。このような状況をどうղ

ऍすきかましい問題ですが、松永

さんいかがですか。ถ国での状況にͭ

いても৮れてください。

松永：今年݄̏にドイツのϛュンϔン

で開࠵された*P# EVroQeのセッシϣ

ンで、ύネリストが「日本のࡋ判ॴで

だってʁɹஊだろʁ」と発利行ݖ

きたのىし、ௌऺからどっとসいがݴ

をݟて൵しい気持ちになりましたが、

日本ا業を含め、SEP保有者の+BQBn 

QBTTinHの状況はかなりݫしいものが

あります。私は、日本はライセンスを

受ける意思の判அにͭいて信པされる

になり得ると思っているので判ࡋ

すが。

ถ国は200�年のe#BZ事件࿈最ߴ

く差止判決ͮج判決以来、SEPにࡋ

のݴいしはないものの、2010年代

からϩイヤルティーࢉఆを行うࡋ判

として発లしてきました。2020年

代の向として、ജ審員ࡋ判において

ϗʔϧυΞτ
SEPについては差止めが認められないだろうと見込んだ実施者が、ライセンス交渉を拒否したり、遅延したりするなど、誠実に交渉に
臨まないこと。

'3"/%
公正、合理的かつ非差別的な（Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory）ライセンス条件のこと。SEPに係る権利者は標準化団体
に対して、当該SEPをFRAND条件でライセンスする旨を申し出ている（FRAND宣言）。

;JHBOOࣄ
Dr. Matthias Zigann。欧州統一特許裁判所（UPC）ミュンヘン支部判事、ドイツ・ミュンヘン高等裁判所第38民事部（知的財産）
部総括判事。
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ホールドアトはݫしくݟられがちで

あり、なかにはࠂݪがٻしたྉよ

りもߴいଛഛঈֹが認ఆされ、֬ఆ

した判決もあります。

二又：欧州は、ドイツ法もそうですけ

れども、どちらかというとTFEU101

条、102条下において差止めを認める

か൱かの問題で、「UnXiMMinHʪアンィ

リンά（ライセンス取得にલ向きでな

い）ʫ」の要件論がલ面に出ていますね。

松永：欧州࿈߹Ճໍ国の΄か、法的な

根ڌはҧえども、ӳ国やインド、日本

もその点は同じです。

池田：この20年͙らいのスύンでい

うと、SEP実に最も大きなインύ

クトをもたらしたのは「ϑΝーΣイ

対;TE事件」であると思っています。

e#BZ判決により差止めに੍ݶがある

ถ国とҟなり、欧州各国においては

SEPにͮجく差止めで事業が止まる

ϗールドアップ˞のݒ೦は、「ϑΝー

Σイ対;TE事件」判決によりある

ఔ度ճආされました。

ところが、この後ライセンスを受け

る意思（8iMMinHneTT）にͭいてݫし

い判決が出ているわけですが、そのഎ

としては、実施者ଆとすれば、「どܠ

うせ差止めはできないんだから、

えってݴわれたらったらいいんで

しΐ」という対Ԡになっているのかも

しれません。すなわち、もう差止めと

いう最ѱの事ଶはճආされているんだ

から、実施者としてはSEPライセン

スのަবをओಋする意ཉがあまり༙か

ないのではないかとਪします。

ただ、最大のSEPホルダーの一社

であるクアルコムですら多数の実施者

を差し止めたことはないように思いま

すけれども、そもそも差止めのҖ֣で

ホールドアップがىきたとされたのは

ୈ̏世代規格（�(）とୈ̐世代規格

（4(）の最ॳ͙らいで、ͣっとܧ続し

ているݱではありません。

差止めにͮجくホールドアップが

なければSEPは気にしなくてもよい

かといえば、そうではないと思います。

例えばୈ２世代規格（2(）のころは

あるఔ度ಛڐがภ在していて、モト

ϩーラとか一෦のಛݖڐ者だけがಛڐ

を有しており、൴らの間では多くが

クϩスライセンスでղ決されるし、ٕ

ज़もあるఔ度自たちがコントϩール

できるという事業の優位性がすごく

あったと思うんですね。今でもそれと

同じ状況にあるはͣなのに、差止ٻ

はճආされているから、΄かのਓがݖ

っているのと同じくらいえばいい

んでしΐうと日本ا業はߟえているん

じΌないかなと思うんですね。

でも、自たちが६にするSEPが

ないなかで日本ا業がう一方になっ

てしまい、ٕ ज़的にもશにओಋݖを、

ถ国だけならともかくத国ا業とかに

ৡりしているのに、そこのة機ײが

たͿん「ϑΝーΣイ対;TE事件」

લとൺるとなくなっているというの

が今の一൪の問題なんじΌないかなと

思います。

藤野：日本ではSEP判例が΄とんど

ないわけですが、欧州の場߹、当事者

というのは大ا業ばかりなんですか。

要するに経ྗࡁのある、ྗࢿのあると

ころだけがࡋ判で争っているといえる

んでしΐうか。

松永：やはり通ৗのಛڐとҧい、大手

対大手が多いですね。SEPホルダーは

をしていますから、ಛࢿの開発投ֹڊ

するNPEを利行ݖをৡり受けてڐ

除けば、தখا業はまͣいないですね。

二又：SEPのྺ࢙をৼり返れば、ॳ

期のSEP訴ুは、クアルコム対通信

大手メーカー、モトϩーラ対マイ

クϩιϑト、アップル対サムスンの

έースのように、大手事業者同࢜の争

いという৭߹いが強かったと思いま

す。ところがڊ大レΨシーا業が次々

にམし、アップルのような新たなプ

ϗʔϧυΞοϓ
規格の普及により権利侵害の回避が事実上困難になると、ライセンスに応じないという選択肢がなくなる。そうした状況を利用して、権
利者が不当な条件を提示して交渉すること。
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レーヤーが取って代わるようになる

と、その過ఔでSEPはNPEにもৡ

され、ಛにถ国をத৺にNPE訴ুが

૿大しました。2012年から201�年が

ϐーク年といわれています（$MBriWBUe 

NPE 3eQorU 2024）。

201�年から202�年にはNPE訴ুは

ׂ̐以上ݮগしましたが、自動車メー

カーを対とした訴ুはっています。

松永：そうですね。日産に差止訴ুを

ఏىしたϩンάϑΥーンなんていうの

もখさい。アόンシのメンόーをݟる

と݁構খさいNPEがいるんです。൴

らはଞ社からಛݖڐをৡり受けて行

しているだけなので、そういうNPE

は֬かに例֎としてはありますね。

池田：ถ国で٤ళか何かを訴えた事

件がありましたね。

年 国／地域 判断主体 事件名 内容・結果

2000年代

2007年
EU

EC委員会 クアルコムに対する競争
法違反の調査開始

日米欧６社（NEC、パナソニックモバイル、ノキア、エリク
ソン、TI、ブロードコム）が対クアルコムの調査発動請求。

2009年
日本

公正取引委員会 クアルコムに対する排除
措置命令

クアルコムと国内メーカー18社との間の契約が不当に取引先
を制限するとして排除命令を出した。しかし、公取委の審決

（2019年３月）によりこの命令は取り消された。

2009年
ドイツ

連邦最高裁 オレンジブックスタン
ダード事件

SEPの権利行使に対して、市場の支配的地位の濫用に基づく
抗弁が認められるための要件を明示。

2010～ 2020年代

2011年 世界10カ国 アップル対サムスン事件 和解により2015年に米国を除き訴訟取り下げ。

2015年
EU

欧州司法裁判所 ファーウェイ対ZTE事件 SEP保有者の差止請求の適否を判断するための、ライセンス
交渉当事者にとっての具体的指針を示した。

2015年
インド

デリー高等裁判所 エリクソン対Intex事件 FRAND宣言されたSEPの実施料算定にあたり、チップセットで
はなく最終製品価格を基礎として裁判所が実施料率を定めた。

2018年
中国

北京市高級人民法
院

ソニーモバイル対西電捷
通事件

標準化作業に関与したSEP保有者による侵害訴訟で被告の
FRAND抗弁が認められず、侵害が認定された。

2020年
ドイツ

連邦最高裁判所 シスベル対ハイアール事
件

ファーウェイ対ZTE事件判決の指針に基づき、FRAND交渉に
おける実施者側が守るべき厳格な基準を示した。

2020年
英国

最高裁判所 Unwired Planet対ファー
ウェイ事件

FRAND宣言したSEPを含むグローバルライセンスについて、
英国裁判所が英国SEPの侵害差止めを発令する管轄権と
FRANDロイヤルティーを裁定する権限をもつことを確認した。

2023年
米国

第５巡回区控訴裁
判所

コンチネンタル対アバン
シ事件

自動車メーカー向けのSEPライセンスを部品メーカーが受け
られないのは反トラスト法に違反するとする控訴が、原告適格
の不存在を理由に退けられた。

表２ SEP問題の動向

24-05-136_005-011_Round-table Talk.indd   10 2024/07/17   13:03:56



Round-table
Talk

Round-table
Talk

談論風発
標準必須特許といかに向き合うべきか

112024 No.8  The Invention

二 又：201�年 の*nnoWBUio対$*S$0な

ど（ถ国）の事件ですね。

池田：֬か、8iôFi置を置いている

ところが訴えられました。スターόッ

クスもその一ਓでした。

松永：֬かに、NPEの動きは༧ଌが

しい。൴らはղۚをૣくճऩできれ

ばよくて、それ以֎のことはどうでも

いいからです。まともな事業会社のよ

うに、後々ライセンスのトレーシンά

がࠔになるようなライセンスはしな

いなどということはありません。投ࢿ

家のプレッシャーも大きいですしね。

二又：日本でよくあるޡղは、SEP

のަবはNPEとのަবだけだという

୯७な݁ͼ付けです。SEPはビジネ

ス戦争を੍する強ྗなツールですの

で、それ以֎のಆいもあることをっ

ておく必要があります。SEPイコー

ルNPEでやるとύテントトϩール論

に問題がᛙখ化されてしまいます。

松永：おっしΌるとおり日本のا業が

をৡり受けたり、専ڐているのはಛݟ

用実施ݖのઃఆを受けたりしているト

ϩールのようなNPEのݖ利行がओ

ྲྀなんですよね。ଞ方、ノキアやΤリ

クιンなどは、今やֹۚではϑΝー

Σイにԕくٴばなくなってしまいま

したけれど、売り上げの多くを開発に

するݙߩしてඪ४ٕज़の発లにࢿ投࠶

とともに、戦略的に自社のಛڐポート

ϑΥリオを強化しているわけです。

ϑΝーΣイにいたっては、ٕज़開発

投ࢿだけで̏ஹԁをえていて、もの

すごくいがあります。

日本国では、そのようなا業の戦

略が理ղされていないので、ඪ४化׆

動やSEPのݖ利行の本࣭がݟえて

こないのかもしれません。

二又：日本でݟえるܠ৭っていうと、

例えばスマートメーターをめ͙る事件

や8iôFiをめ͙る事件などのখさい

が多く、ࡋ判例は一出てこない。だ

から、非ৗにภったֆしかݟえてこな

いのでしΐうね。

池田：そういうスマートメーターの

にしても、次はどこがターήットにな

るか、という「ホラーストーリー」ば

かりがされている気がします。

松永：ාい、ѱい、ͻどいやͭらが来

るっていう。

池田：݁局のところ、日本のا業の多

くにとっては、SEPの問題は、例え

ば地みたいなࡂが来たとか、ある

いはேからϛサイルがඈんできた

などのしと同ྻになってしまってい

る気がします。

二又：だから、どうしても期的な

になる。ڊ大な地が来たよ、で終わ

り。次に何もない。

松永：これがا業戦略だとか国家戦略、

҆શ保োにもؔわるというࢹ点は多

ないのでしΐう。

二又：だから、例えばスマートメーター

のときでも、問題の本࣭はデータ問題、

セキュリティー問題なんですが、実施

するਓはおۚで、しかもできるだけ҆

いレートでղ決したら終わりだと思っ

ている。しかし問題の本࣭はもっと根

深いところにあり、φシϣφルセキュ

リティーの問題がབྷむなどという題に

はશવならない。もうࠔったものです。

Ͱհ͠·͢ɻ߸࣍ஊձͷଓ͖࠲
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